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中国の大学入試政策 
――韓国，台湾，そして，わが国における高大接続改革との関連性を中心に―― 

 
倉元直樹（東北大学高度教養教育・学生支援機構）・尹得霞（東北大学大学院教育学研究科） 

 
高大接続答申によって本格的に着手された大学入試改革は，英語民間試験と記述試験の共通テストへの導入が

昨年末に相次いで見直されたことにより転換点を迎えた。政策が具体化する段階で，現場が直面する諸課題を克

服できなかったことが直接の原因である。しかしながら，そもそも最初から答申が描く高校教育と大学入試の諸

課題は，わが国の現状に合致しないのではないかという疑問が残されている。本稿では，相互に影響しながら進

められてきた東アジアの大学入試政策にミスマッチの原因の一端を探ることとした。中国の大学入試改革関連の

政策文書に焦点を当て，わが国の高大接続改革の政策的基盤に与えた影響に関する仮説的推論を試みる。 
 

1 問題 

1.1 高大接続改革の論理に対する疑問 

現在進行中の高大接続改革は，2013 (平成25) 年に

自由民主党教育再生実行本部および首相官邸に置かれ

た教育再生実行会議によってトップダウンで打ち出さ

れた。次いで，2014 (平成26) 年12月22日に中央教

育審議会高大接続特別部会から発表された，いわゆる

「高大接続答申」で明確に方向性が定められた（中央

教育審議会，2014）。元来，現下の高大接続改革は，高

校教育と大学入試，大学教育を同時に改革するという，

いわゆる「三位一体改革」を試みたところに大きな理

念的特徴があったはずである。ところが，実際には「大

学入試を改革することによって高校教育を改革する」

という一点が強調され，それに伴って大学入試改革に

議論が焦点化されていくこととなった。 
改革の問題点は早期から指摘されていた。しかし，

当初は改革に対する期待が勝っており，全国紙等の大

手のマスメディアが批判的に報道するようになったの

は，2018 (平成30) 年中頃からと思われる。2019 (令
和元) 年に入ると様々な立場から懸念が表明され，見

直しが要求されるようになっていった。そして，つい

に年末には改革の大きな２本柱を失うこととなった。

すなわち，まさに「大学入試英語提供システム」への

受験申込み受付が始まろうとしていた 11 月 1 日に，

文部科学大臣の記者会見という形で，大学入学共通テ

ストに対する英語民間試験 1) の導入の延期が発表さ

れたのである。追って12月17日には記述式問題導入

の見送りも発表された。この二つの出来事により，高

大接続改革は大きな転換点を迎えた格好である。12月

27日には「大学入試のあり方に関する検討会議」が設

置され，2020 (令和２) 年度末を目途として，大学入試

のあり方について検討を行うこととなっている。 
大学入学共通テストに対する英語民間試験，記述式

問題の導入撤回は，かねてから疑問視されていた実施

上の困難が導入時期までに解決できなかったことに由

来する。しかしながら，そもそも当初から答申で描か

れたわが国の高等学校教育や大学入試の課題が実情に

そぐわないのではないか，という疑念も存在している。 
例えば，高大接続答申の６年前に出されたいわゆる

「学士課程答申」は，急速に進む少子化と大学の定員

拡大の中，わが国は大学全入時代を迎え，その結果，

大学入試の選抜機能が低下し，入試によって学力水準

を担保することは困難な状況，との立場に立っていた 
(中央教育審議会，2008)。倉元 (2017) は，高大接続答

申で展開されている改革の論理が，むしろ約 30 年遡

った臨教審第１次答申 (臨時教育審議会，1985) に酷

似しているのではないか，と指摘した。臨教審答申で

示された個性重視の原則に基づき，高校教育や大学入

試の実情は大きく変化してきた。その事実は，高大接

続答申には全くと言ってよいほど反映されていない。 
さらに，学士課程答申は，大学入試センター試験（以

下，「センター試験」と表記する）に対して，高等学校

段階の基礎学力を客観的に把握する試験として，入試

改善推進に大きな貢献をしてきた，と役割を極めて高

く評価していた。ところが，高大接続答申では，セン

ター試験の試験問題は「知識･技能」を問う問題が中心

だとして，突然，廃止の方向性が示された。この突然

の評価の逆転も，にわかに理解しがたいことであった。 
高大接続答申の拠りどころとなる基本的認識枠組

みは「高校教育が受験勉強により歪められている」と

いう構図である。学士課程答申が指摘したような時代

の趨勢があるにせよ，現在も大学入試が高校教育に一

定の影響力を及ぼしていることは否めない。一方，高

大接続答申が立脚する視座は，わが国の歴史上，繰り

返し現れてきた「大学入試の三原則（佐々木，1984）」
の一つである「高校教育の悪影響の排除」に当てはま
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る。よく見られてきた大学入試改革の論理である。そ

の結果，センター試験が廃止となり，大学入学共通テ

ストが導入されることとなった。しかし，現状のセン

ター試験の問題内容が実際に「知識・技能」を問う問

題が中心だという前提も，それに代わる「思考力・判

断力・表現力」を問う問題に置き換える方法も，実証

的な検証を経て確認されてきたものではない。 
倉元 (2016，2017) は，以上のような不可思議な状

況を理解する手がかりとして，過度に複雑になったセ

ンター試験の制度的な問題点が，平成24 (2012) 年度

入試で起こった大規模なトラブルを経由してわが国に

おける入試制度批判の定番とも言える試験問題の内容

への批判とすり替わり，一気に廃止論へと傾いたので

はないか，との仮説を立てた。実際，それは，高大接

続答申をまとめた中教審高大接続特別部会において議

論の俎上に上っていた認識である (土井，2020)。 
 
1.2 東アジアの大学入試改革からのアプローチ 

ここまでの議論は，高大接続答申の現状認識と論理

に対する疑問に対する一つの解釈として，わが国の大

学入試改革に関する政策の流れと記憶に新しい大きな

アクシデントの関係から理解を試みたものである。本

稿では視点を移して，諸外国との比較によるアプロー

チを試みる。それは，近隣の東アジア各国の大学入試

改革からの影響という観点である。 
中国，台湾，韓国と日本を政策的に類似性の高いグ

ループとして比較するアプローチは南部 (2016) や石

井 (2020) にみられる。本稿はこれらの諸研究を頼り

に，以下の調査で収集した独自資料を加えて構成した。

令和２ (2020) 年1月6日～14日の日程で，第１著者

を含む視察団は，科学研究費補助金挑戦的研究（開拓）

「『大学入試学』構築への挑戦――真正な評価と実施可

能性の両立に向けて――（研究代表者 倉元直樹）」の

一環として，中华人民共和国教育部考試中心（中華人

民共和国教育省テストセンター）を含む中国の大学入

試実施組織等を訪問し，情報収集を行った 2)。その際，

中国の大学入試改革の流れと，その中における具体的

な政策の内容とともに，高大接続答申発表の約3か月

前に公表された大学入試改革に関する政策文書の存在

を知った（中华人民共和国国务院，2014）。本稿は，高

大接続答申をそれと照らし合わせることにより，中国

の入試改革からの直接的な示唆，ないしは，影響につ

いて確認することを目的とする。なお，本稿の文責は

基本的に第１著者にある。調査には日本語通訳が同行

した。また，政策文書の逐語訳は第２著者が担当した。 

2 韓国，台湾，中国の大学入試改革 

韓国，台湾，中国，そして，日本の大学入試改革政

策の特徴は「多様化」というキーワードにある。いず

れも，1990年代から模索され，2000年代に入って様々

な施策が打ち出されてきた (石井，2020)。まずは，多

様化以前の状況と各国の課題と，どのような多様化政

策が行われてきたのか簡単に触れておく。 
 
2.1 韓国における大学入試改革の概要 

朝鮮半島における近代大学の形成は，1894年の科挙

廃止によって始まるとされる。日本統治下で正式に認

可された大学は京城帝国大学のみだったが，米軍統治

下でアメリカモデルの高等教育が整備された。進学熱

が高まる中，1970年代に高等教育の質維持のために定

員抑制政策を取った (馬越，1995)。結果的に熾烈な受

験競争が大衆に拡大した。韓国の伝統的な大学入試政

策は受験競争の過熱の緩和であり，それによって公教

育における受験シフトの是正や，受験産業いわゆる「私

教育」にかける費用の抑制に主眼を置かれてきた。 
韓国では大学入学者選抜制度の大きな改革が何度

も行われてきた。従来は大学がそれぞれ独自に課す個

別試験による選抜であったが，1994年に大学入学者選

抜のための共通試験である大学修学能力試験 (CSAT) 
が導入され，それに伴って個別大学による学力検査が

禁止された。韓国の入試区分はCSATとポートフォリ

オ型の調査書に当たる「総合学生生活記録簿」を用い

た「一般選考」と特定の対象に対して行われる「特別

選考」に分かれている。時期としては 11 月から 2 月

の「定時募集」とその前に行われる「随時募集」があ

り，随時募集では特別選考が多いとされる。現在では，

随時募集が7割を占める。韓国の現在の大学入試にお

ける最大の特徴は 2008 年度入試に導入された入学査

定官である。書類審査や面接を通じて合否を判定する。 
独特のスタイルで多様化を成し遂げてきた韓国の

大学入試制度であるが，結果として極めて複雑で受験

する側からは分かりにくい制度となった。その結果，

朴槿恵前政権下では簡素化が打ち出されている (山本, 
2014, 2016; 松本, 2016; 田中, 2017; 石井, 2020)。 
 
2.2 台湾における大学入試改革の概要 

台湾の近代高等教育システムは植民地時代に作ら

れたが，定員の大半は日本人学生に割かれていた。中

国（中華民国）に返還後はアメリカ型制度を基にした

中国近代大学がモデルとなって改革された。1949年の

中華人民共和国建国後には経済発展と相まって，1960
年代に急速に拡大した。一方，大学入試政策は全く異
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なり，入学試験の得点だけに基づいて合否が決められ

た。基本的に複数の高等教育機関が共同で実施する方

式で，最も競争の激しい単科大学・総合大学共通入試

（連合試験）は 1954 年に作られた（以上，呉・陳・

伍，1993）。受験生はその成績によって志望大学に振

り分けられ，大学が選抜に関与することはなかった。 
連合入試は公平性，客観性の観点から評価されたが，

激しい受験競争を産み，生徒の興味・関心，創造性等

に悪影響があるとの弊害が指摘され，2002年に「大学

多元入学方案」の導入によって廃止された。その後，

一部に連合試験の流れをくむ「指定科目試験」を用い

た「試験配分入学」を残しながら，大学独自の方法と

基準で選抜を行う「独自選抜入学」が拡大されていっ

た。2017年時点では独自選抜入学の１次試験を主目的

とした「学科能力試験」を用いながら，現在は学校推

薦を基礎にした選抜を行っている「繁星推薦入学」が

18%，２次選考で募集単位独自の選抜方法が課される

「個人申請入学」が 56%，伝統的な試験配分入学が

27％となっているが，2022 年を目途とする入試改革

に置いて，「学習ポートフォリオ」を全面的に活用する

ことによって，個人申請入学を70％まで拡大する方針

が示されている (以上，石井，2019)。近年の台湾の入

試改革には，韓国からの影響が強く感じられる。 
 
2.3 中国における大学入試改革の概要 

2.3.1. 中華人民共和国建国から文化大革命直後 

1949年の中華人民共和国建国当時，中国では非識字

率が80％を超えていたという。学校教育制度全体の整

備が課題だったが，その中にあって高等教育の再編成

は早くから着手された。初中等教育が有償であったの

に対し，高等教育は無償，全寮制，大部分の学生の補

助金が支給される等の優遇措置が取られた。また，初

中等教育に先んじて 1950 年に基本法令が制定され，

1952年に全国統一入試が導入された。1958年に一度

中断した後，翌年に再開され1965年まで続いた。 
1966年に文化大革命が始まり，すべての学校機能が

停止する時期を経験した。大学は60年代末から70年

代初めに徐々に再開されたが，1977年文化大革命が終

了し，大学入試が再開するまで 11 年間の空白期間が

生まれた。統一試験再開の1977年には 570万人の受

験者に対して入学許可は 273,000 人であり，合格率

4.8%の狭き門であった（以上，大塚，1989）。その際

には，文化大革命前の学校教育を経験し，下放政策に

よって学校教育から遠ざかっていた 1966～68 年卒の

「老三届」の成績が上位を占めたという（呉，2001）。 
 

2.3.2. 多様化政策の始まりから2000年代まで 

中国で大学進学の構図が大きく変化し，大学入試の

多様化政策に拍車がかかったのは 1999 年に受験競争

の緩和を目指した高等教育拡大政策が掲げられてから

である。その頃までの高等教育進学率は 5%程度 3) で

あり，文化大革命後はこの狭き門をめぐって熾烈な受

験競争が繰り広げられていった。年１回の全国統一入

試（高考）が全てであり，必然的に大学進学志望者は

高得点を目指して受験勉強に血道を上げることになる。

1984年からの推薦入試の導入，1995年全面実施とな

った科目削減などがこの時期の改革例である。 
1999年に受験教育へのアンチテーゼとして「資質教

育」と同時に高等教育の拡大が基本方針となって，入

試改革も加速度的に進展した。2002年には全国統一入

試が共通３科目（言語・文学，数学，外国語）に地方

や大学が指定する科目「Ｘ」を加えた「３＋Ｘ」方式

となったが，実際には「Ｘ」として「文科総合」ない

しは「理科総合」を課すケースが多かった。近年は，

単独出題をする省・市も多かったが，負担も大きく，

近年は縮小傾向にある。また，2003年からは一部のト

ップレベルの大学に「事前独自選抜」が認められ，一

部の定員に独自に筆記試験や面接試験等を実施し，統

一試験と組み合わせて選抜する方法が採られている。

独自事前選抜では試験の成績だけではその才能が分か

らない「偏才，怪才，奇才」を発掘して選抜すること

が目的とされ，募集人員は小さいが，有力大学が実施

していることから，高級中学や社会に対する影響力は

甚大だとされる（以上，主として，石井，2014，2017）。 
 
2.3.3. 2010年以降の改革 

中国共産党中央および国務院は，2010年に「国家中

長期教育改革および発展計画要綱（以下，『要綱』と表

記する）」を発表した。改革開放政策導入後３度目とい

う大きな意味を持つ文書である。大学入試制度改革に

おいては，長年激しい受験競争をもたらしてきたとし

て，試験の分類化，総合評価，多元的選抜の３つの改

革方針を示した。試験の分類化とは，４年制大学は全

国統一入試，それ以外の高等教育機関は各地方が組織

する入試を行うというものである。総合評価とは，全

国統一入試と高校卒業試験として各地方で行われる学

力水準試験を「２つの根拠」，高校調査書（総合資質評

価）を「１つの参考」として，学力検査のみに頼らな

い選抜を目指すというものである。多元的選抜とは，

独自選抜，推薦入試，地方から学生募集をする契約選

抜に独自事前選抜をさらに特化させた破格選抜を導入

し，入試区分を増やす構想である。 
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2014 年 9 月 3 日付で要綱を具体化して工程表を示

す「入試制度改革の深化に関する実施意見（以下，『実

施意見』と表記する）」が国務院から発表された。実施

意見には合格率の地域間格差の是正，試験形態と内容

の改革，選抜方法の改革が盛り込まれた。特に募集人

員のほとんどが受験する全国統一入試では，従来の「３

＋Ｘ」方式の「Ｘ」として広く利用されてきた総合問

題を廃止し，文理合わせて6科目から自由に3科目を

選択する「３＋３」方式が採用されることとなった。 
この改革は 2014 年の上海市，浙江省を皮切りに開

始された。改革後の教育課程で学んだ 2017 年入試に

は初の「３＋３」方式が実施され，目標年度の2020年

度に向けて全国に普及を図ることとなった (以上，石

井，2017，2018，2020)。 
 

3 中国の大学入試改革のわが国への影響 

3.1 「実施意見」に見られる中国の大学入試の問題点 

「実施意見」では冒頭に以下の５点が中国の入試に

おける問題点として指摘されている。1) 点数主義が児

童生徒の全面的発達に影響，2) １回の入試が人生を決

め，過重負担となる，3) 地域間格差，4) 初中等教育に

おける越境入学，5) 試験点数の加点不正，入試選抜の

規律違反の頻発，である。まず，明らかにわが国とは

異なる状況から見ていくことにする。 
わが国でも大学進学率の地域間格差等が話題にな

ることはあるが，大きな社会問題となるほどではない。

一方，中国では文化大革命後，鄧小平の先富論に基づ

いて格差を容認しながら経済発展を図る改革開放政策

を取ったため，教育水準の地域格差も大きいと考えら

える。ただし，石井 (2014) によれば，地方公立大学

は省単位で募集，国立大学も各省に定員が割り振られ

るので，競争は省内に限られる。そのような制度的背

景に有って，相対的に教育水準が高い地域から低い地

域への越境入学の問題が起こる。入試の不正は，わが

国でも事件として大きく報道されることがある。しか

し，ニュースバリューがあるということは稀だという

ことであり，社会問題化しているわけではない。 
 
3.2 中国における大学入試の構造と受験競争 

高大接続答申が問題視したわが国の状況と通じる

と思われるのは最初の２点である。中华人民共和国国

务院 (2014) の該当箇所は冒頭に改革開放以後の入試

制度を総括して，改革の意義を唱えた箇所であるが，

その日本語訳は以下のようになっている。 

・・・主に点数だけによる選抜は学生の全面的発展に影響
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

し，一つの試験で学生の一生を決定してしまうことは学習
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

負担を重荷にさせ
．．．．．．．．

，区域，都市と農村の格差を生じ，特に

中小校の学校選択問題が注目され，偽装の点数加算，規則

違反の学生募集問題がしばしば生じる（傍点筆者）。 

多様化を志向する中国の大学入学者選抜制度改革

であるが，実際には，現在でも全国統一入試で高得点

を取ることが大学入学のための唯一の手段であると言

っても過言ではない。石井 (2018) によれば，各種の

入試区分のうち，全国統一入試を受験せずに大学入学

が可能なのは推薦入試だが，資格要件を厳格にする方

向で規模縮小が図られているという。独自事前選抜で

は大学独自の試験を課すことができる。社会的な影響

は大きいとされているが，それでも全国統一入試が課

され，大きなウェイトを占めていることには変わりが

ない。また，独自に課される筆記試験も全国統一入試

よりも難易度が高く，受験勉強の緩和にはつながって

いないとされ，規模縮小の方向にある。中国が入試の

多様化に向けて試行錯誤してきた様子がうかがえる。 
上海市教育考試院提供の資料によれば，1977年の全

国統一入試復活の際の合格率は急激に改善し，1985年

には30%代半ばとなった。その後，定員抑制政策が採

られたようで1991年に底を打つが，1999年には同程

度の水準まで回復，高等教育拡大政策が打ち出されて

からは急伸する時期と停滞する時期を繰り返しながら，

2019年度現在では90%に近づいている。したがって，

量的な意味での受験競争の厳しさは劇的に改善された。

しかし，同時に進学率も急激に向上した。すなわち，

受験の世界が一部のエリートから大衆に広がっていっ

た様相が見て取れる。その中で，事実上，全国統一入

試で好成績を獲得することのみがステータスの高い大

学に到達する唯一の手段であることが，受験競争を社

会問題として深刻化させているという構図が見て取れ

る。上海市における高校生の日常生活の例として示さ

れた時間割では，40 分授業が９時間組まれており，

7:10開始の朝自習の開始から21:15の夜自習の終了ま

で間断なく学習時間が続いていた 4)。選抜資料として

全国統一入試以外の要素を取り入れ，その重みを拡大

していくことが最重要課題となる実情は理解できる。 
 
3.3 わが国の大学入試の構造と高大接続答申の見方 

一方，高大接続答申が描くわが国の大学入学者選抜

に関する認識は，以下のような記述に現れている。 

・・・１８歳頃における一度限りの一斉受験という画一化
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

された条件
．．．．．

において，知識の再生を一点刻みで問う問題を
．．．．．．．．．．．．．．．．

用いた試験の点数による客観性の確保
．．．．．．．．．．．．．．．．．

を過度に重視し，そ
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うした点数のみに依拠した選抜を行うことが・・・。 

特に，１８歳頃における一度限りの一斉受験
．．．．．．．．．．．．．．．．．

という特殊

な行事が，長い人生行路における最大の分岐点であり目標

であるとする，わが国の社会全体に深く根を張った従来型

の「大学入試」や，その背景にある，画一的な一斉試験で
．．．．．．．．．

正答に関する知識の再生を一点刻みで問い
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

，その結果の点
．．．．．．．

数のみに依拠した選抜を行うこと
．．．．．．．．．．．．．．．

が公平であるとする・・・

（以上，傍点筆者）。 

周知のように，わが国の大学入試の多様化は中国と

は異なるプロセスをたどってきた。昭和47 (1972) に
本格的に導入された推薦入学は「出身高等学校長の推

薦に基づき，原則として学力検査を免除し，調査書を

主な資料として評価・判定する入試方法」である。平

成12 (2000) 年度に国公立大学に導入されてから急速

に普及したＡＯ入試と合わせると，平成31 (2019) 年
度入試の時点で約47%（私立大学に限ると約54%）が

この２つの入試区分で大学に入学している。さらに，

センター試験の受検者数は令和２(2020) 年度入試で

は557,699名の志願者があり，527,072名が受験した

が，そのうちの約1/4 はセンター試験の成績を受験に

利用していない 5)。したがって，センター試験の影響

力は，中国の全国統一入試には遠く及ばない。 
日本では受験の機会も多い。国公立大学は分離分割

方式によって一般入試における２回の受験機会が確保

されている 6)。センター試験が利用されるため，セン

ター試験で失敗すると志望する大学への合格可能性が

低くなる。しかし，実際には受験機会に制約がない私

立大学への進学者が全体の2/3を占めている。 
さらに，高校生が進学のために採るストラテジーは

多様である。西郡・倉元 (2010) は，高校生活を通じ

て得られた認識や大学入学後の期待によって，大学入

学者選抜方法に関する選好が分かれることを示した。

また，山村・濱中・立脇 (2019) は，大規模なパネル

調査によって「進学校」と「進学中堅校」における生

徒の学習行動と進学準備行動，大学入試の学習行動に

対する影響力に大きな違いがみられることを示した。

大学入試制度改革によって高校生の学習活動を変える

ことが困難であるという指摘は，三位一体改革の基本

理念に根本的な疑問を投げかけるものである。一方，

「柄相応主義 (竹内，1991)」と称される上昇志向に欠

ける現在の子どもたちに対して，進学意欲と学習意欲

を喚起するためのキャリア教育，進路探究活動も盛ん

に行われてきた。１年生でオープンキャンパスや模擬

講義のような「対面型広報活動」，２年生になると各種

のパンフレットやウェブページなど，大学が不特定多

数に向けて発信する「発信型広報活動」にアクセスし

て進学先を絞っていくパターンも見えてきた (林・倉

元，2020)。こういった高校教育における努力や長年か

けて積み上げられてきたノウハウも高大接続答申の視

野には一切入っていないのである。 
高大接続答申における問題点の描写は日本よりも

中国の現状に当てはまる。韓国，台湾，中国，そして，

日本の大学入試改革は，それぞれの国情を背景にして

独自の発展を遂げつつ，「多様化」という方向性で一致

してきた。そのことを考えると，高大接続答申のわず

か3か月前に出された中国の「実施方針」が全く影響

を及ぼさなかったということも考えにくい。 
2014年に公表された「実施方針」は実行段階に移っ

ている。先行して新制度が導入された上海市では，「３

＋３」の科目選択のため，教員が生徒のキャリアにつ

いて丁寧な指導が必要となった。その反面，生物の人

気が高く，担当教員が不足するようになった，といっ

た変化が表れているという。中国における入試の多様

化政策は，今後も試行錯誤が続くだろう。 
一方，わが国も独自の試行錯誤をする必要がある。

同じ「多様化」ということばで表現されながら，国情

は異なっている。選抜方法が多様化し，受験生のニー

ズも多様化しているわが国の現状を考えると，それに

応じた具体的な問題解決を図るには，まずは冷静に実

情を把握するところから始めるべきではないだろうか。 
 
注 
1) 同一の内容について「英語資格・検定試験」「英語外部試験」

「英語認定試験」などが混用されている．本稿では基本的

に「英語民間試験」と表記する． 
2) 調査団は第１著者，宮本友弘教授，秦野進一特任教授，末永

仁特任教授 (いずれも東北大学高度教養教育・学生支援機

構) から成る。教育部考試中心，北京教育考試院，上海市教

育考試院等を訪問した。教育部考試中心の訪問メモは秦野

特任教授，上海市教育考試院は末永特任教授が作成した。 
3) 中国の全日制高等教育機関には大学，専科学校，職業技術

学院の３種類があり，その他に成人高等教育機関がある。

中国当局は進学率を公表していないが，石井 (2014, 2017) 
が独自に推計した進学率には，この３種類の高等教育機関

が含まれる。ちなみに，2012年における進学率は46%と推

計されている (石井，2017)。 
4) 郑方贤 (2020).「上海高考综合改革情况介绍」2020年1月

13日説明資料 (私信)． 
5) 内田・橋本 (2019) によると平成 29 (2017) 年度にセンタ

ー試験を受験した高校新卒者のうちセンター試験未利用者

は115,020名 (24.4%) であった。 
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6) 平成 18 (2006) 年度入試以降は，複数の受験機会に推薦，

ＡＯを含むことも可となった (国立大学協会, 2003)。 
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